
区画線設置

　工事概要 外側線・中央線（実線 W=15cm） L=11,330m 　工事概要
中央線（破線　W=15cm） L=6,450m
矢印（W=15㎝換算） L=57m

　実施 　変更

妙高市

実施  請負額 施工箇所一　金             円　也

（内　消費税及び地方消費税額    円)

変更　請負額 妙高市　　妙高高原地域　　地内一　金             円　也

（内　消費税及び地方消費税額    円)

実施  設計額 施工地名一　金             円　也

（内　消費税及び地方消費税額    円)

変更  設計額 路線名 別紙区画線設置延長一覧のとおり一　金             円　也

（内　消費税及び地方消費税額    円)

工事番号 2 号 工事日数

 令 和　　　年　　　月　　　日　　　 着 手

 令 和　　　年　　　月　　　日　　　 竣 工
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　交通事故防止と交通の円滑化を図るため、本工事を行う。

                                                                          

　本工事は、別紙「特記仕様書」により施工する。

起　工　理　由　書

工　事　方　法

備　考



１．契約保証金の納付について（財務規則第１４５条）　

    　１０００万円以上の請負契約書を締結するときは、契約保証金の納付が必要です。

　　　ただし、同条第３項の担保の提供をもって代えることができます。

２．前金払の支払いについて（財務規則約款第３５条）

　　　請負金額が５０万円以上の工事で、保証事業会社と保証契約を締結したときは前金払の支払

　　いを請求することができます。

３．施工体系図等の作成と掲示について（入札契約適正化法関連）

　　　工事請負等（委託を含む）にあたっては、妙高市の入札案件すべてについて下請契約を締結し

　　た場合、施工体系図を作成し施工計画とあわせて監督員に提出してください。

　　　また、建設業法第２４条の７第４項に規定する施工体系図については、工事現場の「工事関係

　　者及び公衆が見やすい場所」に掲示しなければなりません。

４．施工体制等確認について

　　　契約金額が６００万円以上の工事は「施工体制等確認要領」に基づき、工事現場等における施

　　工体制等を確認しますので、監督員が関係書類の提出を求めた場合は、その指示に従ってくださ

　　い。

５．請負工事成績評定について

　　　請負金額が５００万円以上の工事は「妙高市請負工事成績評定実施要綱」に基づき、工事成績

　　を評定します。

６．工事における創意工夫等実施状況の提出について（工事成績評定要領第４条第７項）

　　　受注者は、工事の施工において、自ら立案した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社

　　会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに所定の様式（要領別

　　紙６・別紙６の２）により提出することができます。

７．工事等事故報告について

　　　万一事故が発生した場合は、「工事等事故報告要領」に基づき、速やかに速報してください。

　　　また、報告を要する事故の場合は、所定の様式に従い、速やかに報告してください。

８．建設業退職金共済制度に関する事務取扱について

　　　請負金額が２００万円以上の工事は「建設業退職金共済制度に関する事務取扱要領」に基づき、

　　「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」あるいは「建設業退職金共済証紙(無購入・購入遅延)

　　理由書」を所管課へ提出してください。

【　工事等請負契約にあたっての留意事項　】

Ｒ７．４．１改訂



債交安整第2号　道路区画線設置工事

【適用範囲】

特　　記　　仕　　様　　書

　本工事の施工にあたって受注者は、契約書に基づき、設計図書に従って施工するものとす
る。また、設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び「新潟県土木工事標準仕
様書」を適用するものとする。
　ＣＯＲＩＮＳへの登録については、「新潟県土木工事標準仕様書」のとおりとする。



本工事は、「新潟県土木工事標準仕様書」及び添付の「特記仕様書」により施工すること。

下記項目、事項のうち○印欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。

Ⅰ 工 程 関 係 1 関連する別途発注工事あり

2 施工時期、時間、方法の制限あり

・ 時 期 ：安全な通行を早期に確保するため、令和８年５月末までに現場施工を完了させること。

・ 時 間 ：

・ 方 法 ：

3 関係機関協議による工程条件あり

・ ：

・ ：

4 その他

・地元関係者と協議を行い決定すること。

Ⅱ 用 地 関 係 1 工事用地等の未処理部分あり

・ ：

・ 区 間 ：

2 仮設ヤードの指定あり

・ 場 所 ：

・ 期 間 ：

3 その他

 Ⅲ 公 害 対 策 1 公害防止の制限あり（ 騒音・振動、排出ガス、粉じん、水質等）

関 係 ・ 施工方法 ：

・ 作業時間 ：

2 家屋等の調査の必要性あり

・ 方 法 ：

・ 範 囲 ：

3 その他

Ⅳ 安 全 対 策 1 交通安全施設等の指定あり

関 係 ・ ：片側交互通行規制

2人/箇所　交通整理必要日数　6.5日間（2人×6.5日間=13.0人･日）

・ ：

2 近接作業制限あり（鉄道、ガス、水道、電気、電話等）

・ ：

・ ：

・ ：

3 発破作業あり

・ ：

・ ：

・ ：

4 防護施設（落石、雪崩、土砂崩落等）

・ 内 容 ：

5 その他

・工事区間については、片側交互通行規制での施工を計画している。

・

・施工時の安全管理の徹底と作業員の安全を十分確保し、施工すること。

工 事 仕 様 総 括

施 工 条 件 総 括

なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（市）と協議し、適切な措置を講ずるものとす
る。

明 示 項 目 施 工 条 件

協 議 内 容

なお、降積雪等のやむを得ない理由により、令和８年５月末までに現場施工の完了が困難な場
合は、監督員と協議すること。

完了予定時期

処理見込時期

交 通 誘 導 員

内 容

工 法 制 限

その他施設等

作業時間制限

保安設備及び保安要員

防 護 工

作業時間制限

交通誘導員については、警察等関係機関との協議により交通処理方法等の変更が生じた場合や現地の状況に
より、これによりがたい場合は、監督員と協議すること。



明 示 項 目 施 工 条 件

Ⅴ 工事用道路 1 一般道路を搬入路としての使用制限あり

関 係 ・ ：

・ ：

・ ：

2 一般道路の占用

・ ：

・ ：

・ ：

3 仮設道路設置

・ ：

・ ：

・ ：

・ ：

4 その他

Ⅵ 仮設備関係 1 仮設備の指定あり

2 仮設備の条件指定あり

3 仮設構造物の転用，兼用あり

・ 工 種 ：

・ 内 容 ：

4 イメージアップあり

・ 内 容 ：

5 その他

Ⅶ 残土・産業  別紙「建設副産物特記仕様書」のとおり

棄 物 関 係

Ⅷ 工 事 支 障 1 占用支障物件あり（電気、電話、水道、ガス等） 

物 件 等 ・ 内 容 ：

・ ：

・ 時 期 ：

2 占用物件重複施工あり

・ 内 容 ：

3 その他

Ⅸ 排 水 工 1 濁水、湧水処理等の特別な対策あり

(濁水処理む) ・ 内 容 ：

Ⅹ 薬 液 注 入 1 薬液注入工法あり

関 係 ・ 別紙条件明示による

ⅩⅠ そ の 他 1 現場発生材あり

・ 品 名 ：

・ 納入場所 ：

2 支給品及び貸与品あり

・ 品 名 ：

・ 引渡場所 ：

3 品質証明の必要あり

・ 標準仕様書第１編（章）１－１－２４による

4 そ の 他

・

・施工計画において、第三者に対する安全対策を計画し、承認を受けること。

搬 入 経 路

期 間

使用後の処置

期 間

規 制 条 件

時 間 制 限

工法指定の有無

用 地 関 係

安 全 施 設

工事完了後の「存置」または「撤去」

移設、撤去、防護方法等

現場着手前に起工測量を行い、その結果を工事打合せ簿に図面や計算書などの関係書類を添付して監督員に
提出し、指示を受けてから着手すること。（設計変更に該当するものは、指示内容のとおり変更する。指示
以外の項目は変更の対象としない。）



明 示 項 目 施 工 条 件

ⅩⅡ 排 出 ガ ス ・

対 策 型

建 設 機 械

XⅢ 材料指定 ・

関係

XⅢ 施工方法等 ・

1 . 生コンクリート

①高炉セメント（Ｂ種）を使用した生コンクリートを使用すること。

排出ガス対策型建設機械（第2次基準及び第3次基準）を標準としている施工においては、これを積極的に使用
し普及促進に努めること。

施工条件総括表、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書に特別に定める場合を除き、仮
設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な手段は、請負者の責任において定める。（建設工事請
負基準約款１条第３項による）

材料名・材料規格については、参考資料で指定している。なお、参考資料に仮設工がある場合における数量・
材料名・材料規格は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考であるので、指定とはならな
い。

工 事
②

生コンクリートの規格は、設計図面に明示してある規格のほか下記の水セメント比を満たすこととする。

均しコンクリート------W／Ｃ ≦ 65%

無筋コンクリート------W／Ｃ ≦ 60%

鉄筋コンクリート------W／Ｃ ≦ 55%



項　　　　　　目 条　　　　　　　　　　　　　件 備　　　考

中間技術検査の対象 該　　　　当　　　あ　　　り　　・　　な　　　し

上記事項に該当ありの工事については、中間技術検査を次のとおり実施する。

項　　　　　　目

１　実施時期

２　実施回数

３　検査書類等

４　その他

※請負金額が１，０００万円以上の工事は、既成部分検査と兼ねることができる。

中間技術検査関係

・　重要構造物（　　　）の隠ぺい時前を予定している。

・　その他（　　　）

条　　　　　　　　件　　　　　　　　等

・　工程の概ね　５０％　を予定している。

・　主要工種（　　  ）の１／３～１／２程度の完成時を予定している。



                               （別紙１） 

 

妙高市「週休２日適用工事（現場閉所）」（令和７年４月） 

特記仕様書 

 

本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して月単位の週休２日（現場閉所）に取り

組む旨を協議した上で工事を実施する『妙高市「週休２日適用工事（現場閉所）」』受注

者希望方式の対象案件である。なお、通期の週休２日（現場閉所）について、受注者は協

議にかかわらず取り組むものとする。 

 

通期の４週８休以上（現場閉所率２８.５％（８日/２８日）以上の水準に達する状態） 

を前提に、補正対象経費に通期の週休２日補正係数を乗じて予定価格を作成している。 

 

受注者は、『妙高市「週休２日適用工事(現場閉所)」（令和７年４月）【土木等工事】

実施要領』に基づき、月単位の週休２日（現場閉所）の取組の希望の有無を工事着手前

に、監督員と打合せ簿により協議するものとする。 

 

現場閉所の達成状況より、月単位を希望して月単位の４週８休以上を達成した場合は、

月単位の週休２日補正係数に設計変更する。月単位を希望して月単位の４週８休に満たな

い場合、月単位を希望せずに月単位の４週８休以上を達成した場合は、通期の週休２日補

正係数のままとする。通期の４週８休に満たない場合は、補正分を減額変更するものとす

る。 

 

実施要領等のデータは、妙高市ホームページから入手できる。 

 

「週休２日適用工事」の補正対象となる「労務費・機械賃料単価コード」び「積算シス

テムの計算機能で週休２日補正係数が自動的に乗じられる単価コード」は、新潟県ホーム

ページを参照すること。 

(https://www.pref.niigata.lg.jp/gijutsu/1356857978573.html) 



 

概算数量発注方式特記仕様書 

 

本工事の施工にあたっては、妙高市概算数量発注方式試行要領によるほか、本特記仕

様書に基づき実施するものとする。 

 

１ 本工事は、概算数量発注方式により発注する工事である。 

 

２ 予定価格は、概算数量により積算したものである。 

 

３ 工事計画図書の作成は、受注者が行うものとする。なお、原則として、工事計画図書の作成

に必要な調査及び測量等の費用は、通常行う設計図書の照査及び起工測量の範囲内であるた

め、原則計上しないものとする。 

 

４ 受注者は、工事施工前に工事計画図書を協議書（工事打合簿）により監督員に提出

のうえ、承諾を得るものとし、指示書（工事打合簿）により工事を施工するものと

する。 

 

５ 発注者は、工事計画図書に基づき設計数量を確定し、設計変更を行うものとする。 

 















　この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、

建設工事請負基準約款第１条にいう設計図書ではない。
 
　従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、

地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための

一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

参　 考 　資　 料



















令和7年度　債交安整第2号　道路区画線設置工事（妙高高原地域）

区画線設置延長一覧

中央 中央 ゼブラ 矢印 矢印 矢印

左 右 計 （実線） （破線） (W=45cm) (直進＋左折) (直進) (右折)

(1) 1 211002 二俣赤倉温泉線 2,140m 2,140m 4,280m 1,070m 

(2) 1 211003 田切新赤倉温泉線 m 30m 1,050m 

(3) 2 212005 東赤倉木場の沢線 m 60m 595m 

(4) 他 213036 東赤倉1号線 m 225m 

(5) 2 212001 毛祝坂二俣線 880m 880m 1,760m 

(6) 2 212003 田口北団地中央線 450m 450m 900m 

(7) 他 213069 田口16号線 470m 470m 940m 

(8) 他 213070 田口17号線 150m 150m 300m 

(9) 他 213072 田口19号線 250m 250m 500m 

(10) 1 211004 田口中央線 890m 890m 1,780m 210m 340m 

(11) 2 212004 田口名香山線 60m 175m 

(12) 2 212015 旧県道妙高温泉線 120m 250m 

(13) 1 211005 関川毛祝坂線 265m 635m 2箇所 2箇所 4箇所 

(14) 2 212011 池の平温泉関所線 60m 1,050m 

(15) 他 213145 杉野沢14号線 30m 335m 

(16) 1 211009 苗名滝川街道線 30m 725m 

計 5,230m 5,230m 10,460m 865m 6,450m m 2箇所 2箇所 4箇所 

計算数量 設計数量

11,325m 11,330m 

6,450m 6,450m 

m m 

計算数量 設計数量

（15cm換算延長：8.84m／箇所） 17.7m2

（15cm換算延長：6.25m／箇所） 12.5m2

（15cm換算延長：6.66m／箇所） 26.6m2

（15cm換算延長：6.66m／箇所） 0.0m2

合計 56.8m2 57m 

図面
番号

等級 路線番号 市道名

線種

外側

区画線（矢印：左折）

区画線（矢印：直進＋左折）

区画線（矢印：直進）

区画線（矢印：右折）

実線　W=15㎝（外側線・中央線）

破線　W=15cm（中央線）

ゼブラ　W=45㎝


